
 令和６年１２月２０日（金）         群 馬 県 報             号 外 （第４号） 

 

1 

 

 

 

 

県 紋 章 

 

 

 

 

 

つる舞う形の群馬県／上毛かるた  

令和６年１２月２０日（金） 号 外（第４号） 

 

 

ページ 

      規     則 

○群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則（総務課）    ２ 

○群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

（人事課）                                            ２ 

○群馬県災害救助法施行細則の一部を改正する規則（危機管理課）                    ２ 

○群馬県生活保護法施行細則の一部を改正する規則（地域福祉課）                    ２ 

○群馬県社会福祉士及び介護福祉士法施行細則の一部を改正する規則(同)                 ３ 

○群馬県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則（障害政策課）            ３ 

○群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則（廃棄物・リサイクル課）    ３ 

○群馬県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則（自然環境課）                 ３ 

○ぐんまフラワーパークの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則（野菜花き課）     ３ 

○群馬県建築士法施行細則の一部を改正する規則（建築課）                       ８ 

○群馬県建築基準法施行細則及び群馬県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部を改正す 

る規則（同）                                           ８ 

○群馬県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則（同）    ９ 

 

      公安委員会規則 

○群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（運転免許課）                   １０ 

○群馬県放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則（交通指導課）       １０ 

 

■ 目  次 



 令和６年１２月２０日（金）           群 馬 県 報             号 外 （第４号） 

 

2 

    
群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
群

馬
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
表
二
の
項
上
欄
中
「
別
表
第
一
の
五
の
五
の
項

」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
五
の
項 

」
に
改
め
、
同
表
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し 

二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

       
  
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
表
二
の
項
上
欄
の 

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
同
法
第

六
十
六
条
」
を
「
又
は
同
法
第
六
十
六
条
」
に
改
め
、
「
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
導
処
分
と
し
て
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場 

合
」
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
二
第
二
号
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
八
号
裏
面
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
て
い
る
公
用
令
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

   

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る 

 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改 

正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
生 

活
保
護
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出 

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と 

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と 

■ 

規 
 

則 

三  

条
例
別
表
第
一
の
九
の
二
の
項

に
規 

定
す
る
群
馬
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害 

対
策
法
施
行
条
例
（
令
和
五
年
群
馬
県
条 

例
第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
た
め
の
規
則 

に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定 

め
る
も
の 

  

群
馬
県
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法 

施
行
細
則
（
令
和
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十 

九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と 

い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲 

げ
る
も
の 

㈠ 

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
雨
水
浸 

透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届 

出
を
受
け
付
け
る
こ
と
。 

 

懲
役

 
拘
禁
刑

 

懲
役

 
拘
禁
刑

 
、 

。 
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が
で
き
る
。 

    

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
五
号 

 
 
 

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
の 

 

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法 

施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

   

群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 
本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
六
号 

 
 
 

群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
五
号
裏
面
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
中
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
改
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の 

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た 

も
の
と
み
な
す
。 

   

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
八
号
（
裏
面
）
、
別
記
様
式
第
十
七
号
（
裏
面
）
、
別
記
様
式
第
十
八
号
（
裏
面
）

及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
（
裏
面
）
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
裏
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
群
馬
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規

則
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
自
然
保
護
取
締
員
証
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
自
然
環
境
保
全
条 

例
行
規
則
別
記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
自
然
保
護
取
締
員
証
と
み
な
す
。 

   
ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 
 

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

そ
の

 
拘
禁
刑
の
執
行
を
終
え
た

 
懲
役
・
禁
錮 こ

の
刑
の
執
行
を
解
か
れ
た
 

拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、

 
懲
役
・
禁
錮 こ

の
刑
に
処
せ
ら
れ
刑
の

 

懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
刑
の

 
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

 

れ
、
そ
の

 

禁
錮
 

 
 
拘
禁
刑

 

懲
役

 
 
 
拘
禁
刑

 

禁
錮

 
拘
禁

 

刑
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ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
群
馬
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
を
引
率
し
て
、
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を

「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

ぐんまフラワーパーク利用料金承認申請書 

 

年   月   日   

 

群馬県知事 宛て 

 

指定管理者名 

 

ぐんまフラワーパークの設置及び管理に関する条例第９条第２項の規定により、下記のとおり利用料金を（決

定・変更）したいので、承認を申請します。 

 

１ 入園料 
 

区分 

入園料（１人につき） 

個人 団体（２０人以上） 入園パスポート 

大人    

小人    

 

 

２ 利用料 
 

区分 利用料 

望遠鏡  

 

 

 ３ 減免基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和６年１２月２０日（金）               群 馬 県 報                号 外 （第４号） 

 

6 

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第３条関係） 

ぐんまフラワーパーク利用料金納付状況報告書 

 

年   月   日   

群馬県知事 宛て 

指定管理者名 

 

      年度  月分のぐんまフラワーパークにおける利用料金の納付状況について下記のとおり報告し

ます。 

記 
 

区分 当該月分 年度累計 

入園券 

個人 

交付人数（大人） 人  人  

納付額 円  円  

交付人数（小人） 人  人  

納付額 円  円  

団体 

交付人数（大人） 人  人  

納付額 円  円  

交付人数（小人） 人  人  

納付額 円  円  

合計 

交付人数 人  人  

納付額 円  円  

入園パスポート 

大人 

発行件数 件  件  

納付額 円  円  

小人 

発行件数 件  件  

納付額 円  円  

合計 

発行件数 件  件  

納付額 円  円  

入園料合計 円  円  

利用料 望遠鏡 円  円  
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別
記
様
式
第
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す 

る
条
例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様

式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
六
十
号 

 
 
 

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
条 

削
除 

 

第
五
条
第
二
号
中
「
生
年
月
日
、
氏
名
及
び
性
別
」
を
「
氏
名
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
名
簿
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
二
級

建
築
士
名
簿
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
二
級
建
築
士
名
簿
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
登
録
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
登
録
簿
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
登
録
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
け
る
登
録
簿
等
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
中 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

に
改
め
、
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
二
中 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記 

様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
別
記
様

式
第
五
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
同
様

式
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
当
該
改
正
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
群
馬
県
建
築
士
法
施
行
細
則
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別

記
様
式
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

    

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
及
び
群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
六
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
及
び
群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
中
「
第
十
四
項
及
び
第
十
七
項
」
を
「
第
二
十
項
及
び
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
第
十
八
条
第
十
七
項
及
び
第
二
十
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
一
項
及
び
第

二
十
九
項
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

群
馬
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
五
年
群
馬
県

規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

あ
て

 
宛
て

 

禁
錮

 
拘
禁
刑

 

性
 

 
別

 

生
年

月
日

 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 

 

年
 
月

 
日

 

 

   

 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 

 
 

 

（
氏

名 

又
は
性
別
の
変
更
の
場
合
に
限
る
。
）

 

性
 
 
別

 

生
年

月
日

 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 

 

年
 
月

 
日

 

 

   

 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 

 
 

 

性
 

 
別

 

生
年
月
日

 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 

 

年
 
月

 
日
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群
馬
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
六
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
八
年

群
馬
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
の

項
及
び

項
に
掲
げ
る
図
書
（
同
表

項
に
掲
げ
る
屎
尿
浄
化
槽
又
は 

合
併
処
理
浄
化
槽
の
見
取
図
を
除
く
。
）
並
び
に
同
条
第
六
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の
ほ
か
、
次
に 

掲
げ
る
図
書
」
を
「
に
掲
げ
る
図
書
及
び
同
条
第
四
項
の
表
一 

項
に
掲
げ
る
図
書
（
エ
レ
ベ
ー
タ 

ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を

「 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                      

                              

第
１
４
項

 
第
１
５
項

 
第
６
条
の
３
第
１
項

 

第
６
条
の
４
第
１
項

 

し 

(十) 
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 群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年１２月２０日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第１０号 

   群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第３１の３中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県道路交通法施行細則の規定により交付されている回答書は、改正後の

同規則の相当規定により交付されたものとみなす。 

 

 

 

 群馬県放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年１２月２０日 

群馬県公安委員会委員長 竹 内   健   

群馬県公安委員会規則第１１号 

群馬県放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則 

 群馬県放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年群馬県公安委員会規則第１４号）の一部を次

のように改正する。 

 別記様式第４号、別記様式第９号（裏）及び別記様式第１５号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の群馬県放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の規定により提出され

ている書類は、改正後の同規則の相当規定により提出されたものとみなす。 
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